
 

 
近江八幡市看護師等修学資金貸与制度について 

 
 

 

   ”多くの人々との出会いを通じて 新しい医療環境の創造に努めます” 

   を基本理念に、近江八幡市立総合医療センターでは、やる気のある人材を求めています。 

 

 

  ～学べる病院 成長できる看護職員 教えあえる仲間作りを行う～ 

                                             （看護部活動方針） 

 

 

近江八幡市看護師等修学資金は、皆さんが養成施設に在学し勉学されている間、一時的にお貸し

するものですから、卒業後は原則として全額を返還していただきます。 

ただし、養成施設卒業後一定の条件を満たした場合に限り、返還しなくても良いこととなってい

ます。 

 

＜申請の条件＞ 

 看護学校や４年制の看護系大学等（養成施設）に在学する学生であり、看護師免許又は助産師免

許を取得後、直ちに近江八幡市立総合医療センターに採用されることを希望する方。 

 貸与申請時、満３０歳以下の方。 

 

＜貸与の金額＞ 

 月額 50,000円（年間 600,000 円） 

 

※５年一貫制高等学校の学生については、金額が異なりますので、個別にお問合せください。 

【例】看護科（１～３年）年間 400,000 円 看護専攻科（4～５年）年間 600,000 円 

   

＜貸与の時期＞ 

 ４、７、１０、１月に指定の口座へ振り込みます。 

 １度の振込みは、３か月分（150,000 円）です。 

 

※５年一貫制高等学校の学生については、金額が異なります。 

 

 

 



＜返還の免除＞ 

 卒業後に、近江八幡市立総合医療センターにおいて引き続き貸与を受けた期間と同じ期間就業（実

働）した場合には返還が免除されます。 

 

※５年一貫制高等学校の学生については、免除に係る就業期間が異なります 

 

＜返 還＞ 

 次のいずれかに該当すれば、修学資金を一括返還しなければなりません。 

 

 【在学中】 

  ・養成施設を退学したとき。 

  ・成績不良等の理由で、貸与決定を取り消されたとき。 

 

 【卒業年度】 

  ・養成施設卒業の年度に実施される修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許の資格

試験に合格しなかったとき（受験しなかった場合も含む）。 

   

 【免許取得後】 

  ・免許取得後直ちに近江八幡市立総合医療センターに就業しなかったとき（採用試験に合格し

なかった場合も含む）。 

  

【就職後】 

  ・近江八幡市立総合医療センターにおいて、業務に従事しなくなったとき（貸与を受けた期間 

未満） 

 

＜その他＞ 

 貸与中、成績証明書の提出を求めることがあり、留年・休学 

等の場合には貸与の停止および返還を求めることがあります。 

 その他、「近江八幡市看護師等修学資金貸与条例」および「近 

江八幡市看護師等修学資金貸与条例施行規程」に定められた 

手続きとなります。 

 

 

 

 

お問い合わせは下記まで 

 

 近江八幡市立総合医療センター総務課 

 【修学資金担当者】 

 電話 ０７４８－３３－３１５１（代） 

 


